
 

民 生 病 院 常 任 委 員 会 

 

                 日 時  令和２年９月１０日（木）午前１０時から 

                 場 所  全員協議会室 

 

議  題 
 

１ 付託案件（７件） 

⑴  議案第５９号  令和２年度射水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

⑵  議案第６０号  令和２年度射水市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

⑶  議案第６１号  令和２年度射水市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

⑷  議案第６３号  令和２年度射水市病院事業会計補正予算（第２号） 

⑸  議案第６４号  射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部改正について 

⑹  議案第６５号  射水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部改正について 

⑺  議案第６６号  射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供 

に関する条例の一部改正について 

 

 

２ 報告事項（８件） 

⑴  七美コミュニティセンター整備計画について 

（市民生活部 地域振興・文化課 資料１） 

⑵  コミュニティバス等再編プランの策定について 

（市民生活部 生活安全課 資料１） 

⑶  新斎場使用料等（案）について 

（市民生活部 環境課 資料１） 

⑷  旧足洗老人福祉センター跡地における地中埋設物の処理について 

（福祉保健部 地域福祉課 資料１） 

⑸  射水市小杉ふれあいセンター跡地利活用事業に係る事業者公募の審査結果について 

（福祉保健部 地域福祉課 資料２） 

⑹  特別養護老人ホームの入所待機者の推移について 

（福祉保健部 介護保険課 資料１） 

⑺  地域型保育事業（事業所内保育事業）の開設について 

（福祉保健部 子育て支援課 資料１） 



 

⑻  令和元年度 病院事業会計決算見込みについて 

（射水市民病院 経営管理課 資料１） 

 

３ その他 

 



七美コミュニティセンター整備計画について 

 

１ 整備概要 

 

(1) 建設場所   射水市七美８９８、９００、９０１番地 

 

(2) 敷地面積   ３，４９３．２１㎡ 

 

(3) 建物構造   鉄骨造２階建 

 

(4) 建築面積   ８７０．３４㎡ 

 

(5) 延床面積   ９２９．４９㎡ 

 

(6) 施設概要   研修室１・２・３、大会議室、和室、多目的ホール 

調理実習室、事務室、トイレ、倉庫等 

 

 

２ 整備スケジュール（予定） 

 

 

 

令和２年  11 月 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事 入札・契約

（建築主体工事は仮契約） 

  12 月 契約案件を 12 月定例会へ提出 

議決後、建築主体工事を本契約 

令和３年  1 月 着工 

  ┃  

 10 月 完成 

  11 月 竣工式、供用開始 

市民生活部 地域振興・文化課 資料１

９月定例会 民生病院常任委員会 
令和２年９月１０日 



NO詳査 担当

縮尺北野建築設計事務所 １級建築士登録　95951号

監理建築士　　　北野敏夫

建築設計・監理
日付

〒 934-0027 富山県新湊市中新湊 6ｰ26 TEL･FAX　 (0766)84ｰ2339

註記事項

図面名称

工事名１級建築士事務所（知事）（9）432号 射水市七美コミュニティセンター新築工事
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NO詳査 担当

縮尺北野建築設計事務所 １級建築士登録　95951号
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建築設計・監理
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〒 934-0027 富山県新湊市中新湊 6ｰ26 TEL･FAX　 (0766)84ｰ2339
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NO詳査 担当

縮尺北野建築設計事務所 １級建築士登録　95951号
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NO詳査 担当

縮尺北野建築設計事務所 １級建築士登録　95951号

監理建築士　　　北野敏夫

建築設計・監理
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〒 934-0027 富山県新湊市中新湊 6ｰ26 TEL･FAX　 (0766)84ｰ2339

註記事項

図面名称

工事名１級建築士事務所（知事）（9）432号 射水市七美コミュニティセンター新築工事
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コミュニティバス等再編プランの策定について 

 

１ 趣旨 

本市では、平成１９年度から市全域を網羅するコミュニティバスの本格運行を開始

したが、平成２３年度から大門・大島地区では利用者の少ないコミュニティバスに替

えてデマンドタクシーを導入した。平成２８年度には新庁舎の完成に併せて新規路線

（⓪中央幹線）を追加するなど、利便性の向上に取り組んできた。 

社会経済情勢の変化や今後のまちづくりの方向性等を見据え、抜本的に路線を見直

しする必要があり、射水市地域公共交通網形成計画に基づく重点実施プロジェクト「公

共交通ネットワーク再構築プロジェクト」として、効率的で利便性の高い持続可能な

公共交通網の構築などを目的に、コミュニティバス等再編プランを策定するもの。 

 

２ 再編の方針（案） 

⑴ コミュニティバス等の課題 

  ① 社会経済情勢の変化を受け、需要や目的に応じた柔軟な路線網の構築が必要で

ある。 

  ② 長大路線や重複路線、利用者の少ない路線の解消が必要となっている。 

  ③ 運転手不足の深刻化に伴い運行経費が増加し、持続性の確保に影響がある。 

⑵ 再編に向けた考え方 

  ① 路線の機能や需要に応じた運行本数の最適化や、民間路線との役割分担 

② まちづくりの方向性等を踏まえた路線の新設と運行エリアの見直し 

  ③ 路線分割による所要時間の短縮や、路線統合による重複路線の解消 

  ④ 新たな需要を取り込んだ効果的な運行や、目的に応じた柔軟な経路設定 

⑤ 乗継の利便性向上を図るダイヤの見直し 

  ⑥ 料金の適正化や運行経費の抑制に向けた検討 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

令和 ２年 ８月 ５日 第１回射水市地域公共交通活性化協議会開催 

９月 市議会定例会にて再編プラン（骨子案）について説明 

１０月～１１月 事業者協議・地元説明 

     １１月 第２回射水市地域公共交通活性化協議会開催 

     １２月 市議会定例会にて再編プラン（素案）について説明 

令和 ３年 ２月 第３回射水市地域公共交通活性化協議会開催 

３月 

 

市議会定例会にて再編プラン（案）について説明 

再編プランを策定し、令和３年度以降に順次実施 

 

 

市民生活部生活安全課 資料１ 

９月定例会 民生病院常任委員会 

令和２年９月１０日 
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４ 再編プラン（骨子案） 

⑴ 再編の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓪中央幹線 統合 
1 便当たり平均乗降者数が 3 人未満のため、需要に見
合った運行本数に見直す必要がある。 
クロスベイ新湊～小杉駅南口の系統は、⑦新湊・小杉線
の快速便として再編し、2時間に 1本運行する。 
市民病院～パスコ前の系統は、経路の一部が重複する
⑭小杉太閤山線（小杉駅～太閤山ランド）に統合する。 

①新湊・大門線 分割 
北系統（越ノ潟～市民病院）と、南系統（市民病院～塚原～中野～
大島北野～越中大門駅～保健センター～キッズポートいみず）に分
け、通院のほか、福祉的需要を取り込み、日中の利用促進を図る。 
朝夕は通学の足として引き続き快速性を維持する。 

⑩櫛田・大門経由小杉駅線〔冬期〕 維持 

大門高校～小杉駅間の移動はほとんど見られない
ため、越中大門駅へ接続する経路に見直しする。 

②新湊・本江線 維持 
長大路線でダイヤに余裕がなく遅れがちである
ため、定時制の確保に向け経由地の短縮を検
討する。 

④塚原・作道循環線 統合 
1 便当たり平均乗降者数が 1 人未満のため、抜本的に見直す
必要がある。 
作道地区は他路線に付け替え、塚原地区は、③七美・作道経
由庄西線の市民病院～庄西間と併せて新湊西部で循環する
路線に再編する。 
市民病院～庄西間を北回り、市民病院～塚原を南回りとし、
需要に見合った運行本数で運行する。 

中央環状路線（仮） 新設 
都市計画マスタープランでは、小杉駅及び市役所
周辺を都市中核拠点として位置付けし、また市民
の移動の実態としても大島地区を中心とした移動
が多く見られることから、市の中心部に潜在需要
の高い施設を結ぶ循環路線を新設する。 

⑥新湊・呉羽駅線 維持 
朝夕は通学の足として引き続き運行するととも
に、日中は買物需要に配慮したダイヤの見直し
を行う。 

⑦新湊・小杉線 統合 
⓪中央幹線（クロスベイ新湊～小杉駅南口）を
快速便として統合するとともに、通常便は市役
所への経由など経路を一部見直しして、幹線と
しての役割を強化する。 

⑧大島・小杉経由大門線〔冬期〕 廃止 
①新湊・大門線と⑤新湊・越中大門駅線の
見直しや、中央環状（仮）の新設に伴い、
重複することから、廃止する。 

⑨浅井・大門経由小杉駅線〔冬期〕 維持 
冬季の通学の足として、引き続き運行を継続する。 
また、大門高校～小杉駅間の移動はほとんど見られ
ないため、越中大門駅へ接続する経路に見直しする。 

⑪小杉駅・水戸田経由大門線〔冬期〕 維持 

大門高校～小杉駅間の移動はほとんど見られない
ため、越中大門駅へ接続する経路に見直しする。 
また、利用者の多いほたる野ビレッジを経由して⑨
浅井・大門経由小杉駅線を補完する。 

⑫小杉駅・金山線 維持 
朝夕の通学、日中の買物や通院
の移動手段を引き続き確保する。 
小杉ふれあいセンターの廃止に伴
い一部経路を変更する。 

⑬小杉地区循環線 分割 
長大路線で循環しているため、目的地への移動が遠
回りとなっており、効率的に運行するための経路の見
直しが必要である。 
東側と西側をまたぐ利用がほとんどないことから、東側
循環（小杉駅南口～黒河・池多～パスコ前～小杉駅南
口）と、西側循環（小杉駅～三ケ～太閤山～パスコ前
～小杉駅南口）に再編し、利便性の向上を図る。 

⑭小杉駅・太閤山線 統合 
⑭小杉駅・太閤山線（小杉駅～小杉ふれ
あいセンター）は、小杉ふれあいセンター
の廃止等に伴い一部経路を変更する。 
⑭小杉駅・太閤山線（小杉駅～太閤山ラ
ンド）は、経路の一部が重複する⓪中央
幹線（市民病院～パスコ前）と統合する。 

⑮小杉駅・白石経由足洗線 維持 
小杉駅～下地区～足洗間の生活の足として、
⑯小杉駅・大江経由足洗線とともに、需要に見
合った運行本数を引き続き維持する。 
戸破地区で狭隘な道路を運行しているが、利用
者もほとんどいないことから、小杉北部線を運行
する経路に見直しする。 

⑯小杉駅・大江経由足洗線 維持 
小杉駅～下地区～足洗間の生活の足として、
⑮小杉駅・白石経由足洗線とともに、需要に見
合った運行本数を引き続き維持する。 

⑰海王丸パーク・ライトレール接続線 廃止 
1便当たり平均乗降者数が 2人未満で、長期的
にも利用は減少傾向が続いていることから、当
路線は廃止し、富山駅～新湊間の観光移動は
富山ぶりかにバスに一元化して充実を図る。 

⑱堀岡・片口経由小杉駅線 維持 
朝夕は通学の足として引き続き運行するととも
に、日中は買物需要にも対応できるよう、商業
施設に経由する経路の見直しを行う。 
また、休日便での海王丸パーク等への移動は
他路線で対応する。 

③七美・作道経由庄西線 分割 
1便当たり平均乗降者数が 3人未満のため、需要に見合った運行本数に見
直す必要がある。 
朝以外は東西をまたぐ移動が少ないことから、足洗～下地区～市民病院間
と、市民病院～庄西間に分け、前者を需要に見合った運行本数で運行し、
後者は④塚原・作道循環線と併せて新湊西部で循環する路線に再編する。 

デマンドタクシー 区域変更 

①新湊・大門線と⑤新湊・越中大門駅線の
見直しや、中央環状（仮）の新設に伴い、運
行区域を変更する。 

⑤新湊・越中大門駅線 維持 
新湊及び大門高校への利用が多く、通学の足として引き続き運行する。 
また、利用が少ない日中の運行の見直しが必要なため、商業施設や医療
機関への需要を取り込み、一部経路を見直しする。 

2 

クロスベイ新湊

市民病院

小杉駅

太閤山

越中 

大門駅

現 行 路 線 図 



 

 

⑵ コミュニティバスの運用体制 

 

現行 再編案 

路線（19路線） 運行本数 
運用 
車両数 路線（17路線） 運行本数 

運用 
車両数 

通 
 

年 

⓪ 

中央幹線 
（クロスベイ新湊～小杉駅南口） 1時間に 1本 1 （⑦新湊・小杉線の快速便として再編） 

中央幹線 
（市民病院～パスコ前） 1時間に 1本 1 

（⑭小杉駅・太閤山線（小杉駅～太閤山ランド）
と統合） 

① 新湊・大門線 1時間に 1本 2 
越ノ潟～市民病院 1時間に 1本 1 

市民病院～キッズポートいみず 1～2 時間に 1 本 1 

② 新湊・本江線 1時間に 1本 2 新湊・本江線 1時間に 1本 2 

③ 七美・作道経由庄西線 1時間に 1本 2 足洗潟公園口～市民病院 1～2 時間に 1 本 

2 
④ 塚原・作道循環線 1時間に 1本 1 

市民病院～庄西 1～2 時間に 1 本 

市民病院～塚原～アプリオ 1～2 時間に 1 本 

⑤ 新湊・越中大門線 1～2時間に 1本 1 新湊・越中大門線 1～2時間に 1本 1 

⑥ 新湊・呉羽駅線 2時間に 1本 1 新湊・呉羽駅線 2時間に 1本 1 

⑦ 新湊・小杉線 1時間に 1本 2 
新湊・小杉線 1時間に 1本 2 

新湊小杉線（快速便） 2時間に 1本 0.5 

⑫ 小杉駅・金山線 3時間に 1本 1 小杉駅・金山線 3時間に 1本 1 

⑬ 小杉地区循環線 2時間に 1本 1 
小杉東部循環 2時間に 1本 1 

小杉西部循環 2時間に 1本 0.5 

⑭ 

小杉駅・太閤山線 
（小杉駅～小杉ふれあいセンター） 1時間に 1本 1 小杉駅・太閤山線 1時間に 1本 1 

小杉駅・太閤山線 
（小杉駅～太閤山ランド） 1時間に 1本 1 市民病院～太閤山ランド 1時間に 1本 1 

⑮ 小杉駅・白石経由足洗線 2～3時間に 1本 
1 

小杉駅・白石経由足洗線 2～3時間に 1本 
1 

⑯ 小杉駅・大江経由足洗線 2～3時間に 1本 小杉駅・大江経由足洗線 2～3時間に 1本 

⑱ 堀岡・片口経由小杉駅線 1時間に 1本 1～2 堀岡・片口経由小杉駅線 1時間に 1本 1～2 

    🈟中央環状（仮） 1時間に 1本 1 

計 19～20 計 18～19 

冬 

期 

⑧ 大島・小杉経由大門線 行き 1本、帰り 2本 （通常便の他路線へ統合） 

⑨ 浅井・大門経由小杉駅線 行き 1本、帰り 2本 浅井～大門～越中大門駅 行き 1本、帰り 2本 

⑩ 櫛田・大門経由小杉駅線 行き 1本、帰り 2本 櫛田～大門～越中大門駅 行き 1本、帰り 2本 

⑪ 小杉駅・水戸田経由大門線 行き 1本、帰り 2本 水戸田～浅井～越中大門駅 行き 1本、帰り 2本 

の
み 

休
日 ⑰ 海王丸パーク・ライトレール接続線 

土・日・祝日のみ 
2時間に 1本 （富山ぶりかにバスに一元化し充実） 
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新斎場使用料等（案）について 

 

１ 趣旨 

 現在建設中の新斎場が令和３年４月１日に供用開始する予定であることから、

火葬及び新たに設ける待合室の使用料案について報告する。 

 この使用料案の検討に当たっては、本市「使用料・手数料の適正化に関する基

本方針」に基づき行っている。 

 今後については、新たな使用料を定める条例改正議案を１２月議会に上程する

予定である。 

 

２ 使用料（案） 

 ⑴ 斎場使用料（火葬１体当たり） 

  ・ 現在の使用料 

    １２歳以上  市内 ２，５００円 市外４５，０００円 

    １２歳未満  市内 １，５００円 市外３０，０００円 

  ・ 新使用料 

    １２歳以上  市内２５，０００円 市外７５，０００円 

    １２歳未満  市内１５，０００円 市外４５，０００円 

 ⑵ 待合室使用料（１室当たり、２時間以内） 

  ・ 市内８，８００円 市外２６，４００円 

 

３ 県内の斎場使用料等の状況          （単位：円） 

富山市及び
呉西６市他
（R2.8.1 現在） 

斎場使用料 
12 歳以上（1体） 

待合室使用料 
（1室当たり、2時間以内） 市外料金

の比率 
市内 市外 市内 市外 

射水市（新） 25,000 75,000 8,800 26,400 3 倍 

射水市（旧） 2,500 45,000 ― ― 18 倍 

富山市 10,000 35,000 ― ― 3.5 倍 

高岡市 15,000 60,000 5,230 20,950 4 倍 

氷見市 15,000 45,000 5,000 15,000 3 倍 

砺波市 15,000 45,000 ― ― 3 倍 

小矢部市 15,000 45,000 5,340 16,020 3 倍 

南砺市 25,000 75,000 3,300 9,900 3 倍 

上市町 30,000 40,000 ― ― 1.3 倍 

 

４ スケジュール 

  令和２年 １２月   斎場条例の改正議案を提出 

  令和３年  １月   斎場竣工 

      ２～３月   移行期間（準備期間） 

        ４月   斎場供用開始 

市民生活部 環境課 資料１ 

９月定例会 民生病院常任委員会 

令和２年９月１０日 



   

 

 

旧足洗老人福祉センター跡地における地中埋設物の処理について 

 

１ 概要 

  旧足洗老人福祉センター跡地の買受人である社会福祉法人喜寿会が温泉施設新

築工事に着工したところ、地中埋設物（鉱さいやコンクリートがらなど）が発見

された。現状では、杭工事及び土工事に支障をきたすことから、産業廃棄物の撤

去・処分が必要であり、その費用について、当該敷地の売渡人である本市の瑕疵

担保責任（改正前民法第５７０条）として、負担するもの。 

 

２ 補正予算額 

  ８３，０００千円（喜寿会への賠償金として支出） 

  ※ 今後、地中埋設物の処分量が現段階の見込みより増減することが想定され

ることから、負担金額が確定した段階で精算を行うとともに、地方自治法第

９６条第１項第１３号に規定する議決事件（損害賠償額の決定）として、議

案提出を行う。 

 

３ 経過 

【平成３０年度】 

１０月２５日 社会福祉法人喜寿会と射水市足洗老人福祉センター跡地及

び温泉資源活用事業に係る基本協定を締結 

平成３１年３月 市議会３月定例会に「射水市老人福祉センター条例の廃止

について」の議案を上程、可決 

３月３１日をもって施設を廃止 

【令和元年度（平成３１年度）】 

４月１日 本市と喜寿会とで物件（センター跡地、温泉敷地及び温泉

供給設備）売買契約を締結 

５月９日～ 

１０月２４日 

旧足洗老人福祉センター解体工事 

令和２年 

２月１８日 

喜寿会から本市へ物件売買代金の支払い完了後、本物件の

所有権を市から喜寿会へ移転 

【令和２年度】 

６月５日 喜寿会が温泉施設新築工事着工 

 

 

福祉保健部 地域福祉課 資料１ 

９月定例会 民生病院常任委員会 

令和２年９月１０日 
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   射水市小杉ふれあいセンター跡地利活用事業に係る事業者公募    

   の審査結果について 

 
１ 審査委員会の設置 

  事業者選定に当たり、公正かつ公平に審査を行うため、射水市小杉ふれ

あいセンター跡地利活用事業に係る事業者公募審査委員会を設置した。  
 
２ 公募の条件 

 ・ 地域住民等が利用できる交流スペース（災害時の避難場所を兼ねる）

を設置する提案であること。  
 ・ 現在の利用者を含む多様な世代の交流・憩いの場としての機能を提案

していること。  
 ・ 最低売却価格１７，０００円／㎡を下回った金額を提案していないこ

と。（売却面積約７，２００㎡）  
 

３ 応募事業者数 

  １者 

 
４ 最優秀提案者 

  社会福祉法人小杉福祉会（理事長 山崎 隆一、射水市池多８２２番地）  
 
５ 最優秀提案者の提案概要 

 (1 ) コンセプト  
 
 
 
 

 (2 ) 事業概要  
ア 保育所事業  
イ サービス付き高齢者住宅事業  
ウ リハビリ特化型デイサービス事業  
エ 障害者就労継続支援Ｂ型  
オ カフェ・フィットネス・浴場事業  
カ 地域貢献  
 ・ 老若男女が利用できる浴場やカフェ、フィットネスに加え、コミュニテ

ィスペースは近隣地域の各種会合やサークル活動などに活用できる場とし

て地域住民に開放するとともに、災害時の避難所としての機能も担う。  
 ・ 地域の七夕祭りなどのイベント時には駐車場を開放する。法人が地域と

ともに開催できる催しを地域の方々と検討していく。  
 ・ ボランティア（有償）の募集時はサ高住の入居者や地域の人材を積極的

に活用する。  

「老若男女集うテーマパーク・楽しく生きる」 

高齢者、障がい者、子ども、そして地域の方々が集い、笑いあい、支えあ

い、学びあう「安全」「安心」「笑顔」の地域づくりを目指す。  

福祉保健部 地域福祉課 資料２ 

９月定例会 民生病院常任委員会 

令和２年９月１０日 
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 ・ 地域の方々がいつまでも健やかに住み慣れた地域で生活できるよう、総

合的にサポートするための相談窓口を設置する。  
 ・ 老若男女、健常者、障がい者の誰もが笑顔になれる施設となるよう、地

域の方々と一緒に取り組み、地域の活性化に貢献していく。  
  ※ 上記は、最優秀提案者による提案内容の概要であり、今後の協議により変更

になる可能性がある。  
 
 (3 ) 提案価格  
   １７，０００円／㎡  
 
６ 審査の経過 

 (1 ) 第１次審査〔令和２年７月３日（金）〕  

概要  

 応募者から提出された書類について過不足がないか、また提案内容が

公募の条件を満たしているかを審査し、合否採決を行った。 

また、２次審査における最低基準点について、委員の持点の合計点数

（１００点×６名＝６００点）の１／２となる３００点以上とする旨決

定した。 

結果   応募事業者１者を合格とし、第１次審査通過者として選定した。  

 
 (2 ) 第２次審査〔令和２年７月２９日（水）〕  

概要  
 第１次審査通過者によるプレゼンテーション及びヒアリングにより審

査を行った。６名の委員は、それぞれ１００点を満点として採点を実施

した。 

結果  
 社会福祉法人小杉福祉会の得点は４４６点で、最低基準点を上回った

ことを踏まえ、採決の結果、同事業者を最優秀提案者として選定した。  

 
 (3 ) 審査委員会の講評  
   社会福祉法人小杉福祉会の提案は、同一敷地内にサービス付き高齢者

住宅（サ高住）と保育所を設置し、サ高住部分にはコミュニティスペ

ースを設け、カフェやフィットネスジム、浴場などの機能を備え、老

若男女、障がいの有無を問わず、誰もが集うことができる地域に開か

れた複合施設として、事業展開しようとするものである。  
   
   これまで高齢者介護事業と保育事業を展開してきた同法人は、今後法

人が取り組むべきは「誰もが笑顔になれる居場所づくりである。」との

考えのもと、今回提案のあった施設を地域活性化の拠点として位置付

けており、地域とともに地域貢献に意欲的に取り組もうとしている点

について高く評価をした。  
 
   以上から、社会福祉法人小杉福祉会が最優秀提案者としてふさわしい

と評価したものである。  
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７ 今後のスケジュール（案） 

項  目 予定時期 

優先交渉権者の決定・基本協定の締結 令和２年１０月上旬 

市議会３月定例会（射水小杉ふれあいセンター 

条例の廃止に係る議案の提出） 
令和３年３月 

小杉ふれあいセンター閉館 令和３年３月３１日 

売買仮契約の締結 令和３年４月上旬 

売買契約の締結 令和３年６月下旬 

解体工事 ～令和３年１２月末 

物件の引渡し 令和４年１月以降 

 ※ 社会福祉法人小杉福祉会は、新たに整備する施設について、令和５年度中のオ

ープンを目指す意向である。 

 
 
【参考】審査委員（敬称略） 

区 分  氏 名  所属・役職等  

委員長  中 村 和 之  富山大学副学長、経済学部教授 

副委員長  佐 伯   孝  富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科講師 

委 員  春 山 和 則  中小企業診断士 

委 員  四 辻 美奈子  射水市老人クラブ連合会理事 

委 員  砂 田 亜由美  射水市児童クラブ連合会理事 

委 員  高 島 秀五郎  南太閤山地域振興会会長 

 



. 特別養護老人ホームの入所待機者の推移について

　待機者の状況

射水市内希望者 266人 286人 41人 要介護度 人　数

介護施設以外 202人 207人 自宅 44人 要介護１ ―

141人 132人 ショート等利用 25人 要介護２ ―

36人 45人 13人 要介護３ 11人

10人 13人 6人 要介護４ 25人

15人 17人 介護老人保健施設 5人 要介護５ 5人

0人 7人 1人 計 41人

28人 31人 グループホーム 4人

9人 10人 その他 11人

27人 31人 死亡・転出 26人

0人 0人 132人 １年以内 24人

２年以内 12人

参考 ３年以内 1人

181人 169人 ３年以上 4人

計 41人

※　入所の対象となる者は、要介護３から要介護５までの要介護者及び要介護１又は要介護２の要介護者

　　のうち、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を

　　営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる者とする。

　　　　　　　　　　　　　　　 （富山県特別養護老人ホーム入所指針より）

不明 合計

市民以外の市内特養希望者

他の特別養護老人ホーム
介護医療院・
介護療養型医療施設

介護老人保健施設 ↓

介護医療院・
介護療養型医療施設 特別養護老人ホーム

入所までの待機期間
グループホーム

自宅

一般病院
デイサービス、ホーム
ヘルプ等利用

サービス付き高齢
者向け住宅

小規模多機能型利用

有料老人ホーム、軽費
老人ホーム、その他

令和2年
４月

平成31年
4月

Ｈ31.4.１現在自宅待機者の
R2.3.31現在での移動状況

特別養護老人ホーム
入所者の要介護度

特別養護老人ホーム

福祉保健部 介護保険課 資料１
９月定例会 民生病院常任委員会

令和２年９月１０日



地域型保育事業（事業所内保育事業）の開設について 

 

１ 施設の名称  事業所内保育施設「木の子ハウス」                 

 

２ 所 在 地  射水市下若８９番地１０ 

         （医療法人真生会 真生会富山病院 敷地内） 

 

３ 事業開始日  令和２年１０月１日 

 

４ 託児室面積   ０、１歳児室  ５５．７㎡ 

            保育室     ４９．５㎡ 

           その他、事務室、トイレ、給湯室 

 

５ 定   員  ３０名（従業員枠２３名＋地域枠７名） 

         （※従業員の子ども＋地域の保育を必要とする子ども） 

 

６ 対 象 児  ３歳未満児 

 

７ 開 園 時 間  午前７時３０分から午後８時３０分まで（月～土） 

 

８ 保 育 料  従業員枠 市基準額を上限として、事業主が設定 

          地域枠  市基準額を適用  

 

 ※地域型保育事業とは 

  平成２７年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」の中で、保育ニーズ

の高い０歳から２歳児への対応を目的として設けられた小規模の保育事業 

保育施設 

福祉保健部子育て支援課 資料１ 

９月定例会 民生病院常任委員会 

令和２年９月１０日 



 

令和元年度 病院事業会計決算見込みについて 

１ 概況 

市民病院は、射水市の中核病院として急性期医療から在宅医療まで良質で高度な幅広い医療を

提供するための病院運営に努めています。 

令和元年度は、継続して施設基準の見直しや患者確保に努めるなど目標を掲げて経営改善に取

り組んだ結果、前年度と比べ入院・外来ともに収益、患者数が増加となりましたが、冬季間にお

いて、温暖な気候となったことで重篤患者が少なかったことや、新型コロナウィルス感染症拡大

の影響により患者が減少したことで例年に比べ収益が減少となりました。加えて、減価償却費や

資産除却に係る費用の増加もあり、当年度純損失は 324,300千円となる見込みです。 

 

２ 利用患者数 

項    目 令和元年度 平成３０年度 対前年度比較 

入院患者数（延人数） ４９，４１６人  ４８，５８９人  ８２７人 

  〃  （実人数） １，７８３人 １，８６０人 △７７人 

外来患者数（延人数） ９２，７５２人 ９１，８７７人 ８７５人 

  〃  （実人数） １６，１８３人 １６，０８７人 ９６人 

 

３ 財務諸表 

 ⑴ 損益計算書                                   （単位：千円） 

科  目 令和元年度 平成 30年度 
対前年度 

比  較 
科  目 令和元年度 平成 30年度 

対前年度 

比  較 

病院事業 

収  益 
3,478,696 3,394,499 84,197 

病院事業 

費  用 
3,802,996 3,793,446 9,550 

医業収益 

医業外収益 

特別利益 

3,111,615 

367,081 

0 

3,030,936 

363,563 

0 

80,679 

3,518 

0 

医業費用 

医業外費用 

特別損失 

3,617,220 

185,776 

0 

3,620,362 

173,084 

0 

△3,142 

12,692 

0 

  当年度純損失  324,300千円 

 ⑵ 貸借対照表                                   （単位：千円） 

科  目 令和元年度 平成 30年度 
対前年度 

比  較 
科  目 令和元年度 平成 30年度 

対前年度 

比  較 

資産計 6,207,961 6,442,248 △234,287 負債計 7,253,136 7,435,699 △182,563 

固定資産 

 

 

流動資産 

5,705,279 

 

 

502,682 

5,908,575 

 

 

533,673 

△203,296 

 

 

△30,991 

固定負債 

流動負債 

繰延収益 

5,578,037 

1,175,154 

499,945 

5,856,411 

1,056,092 

523,196 

△278,374 

119,062 

△23,251 

資本計 △1,045,175 △993,451 △51,724 

資本金 

剰余金 

3,992,034 

△5,037,209 

3,719,458 

△4,712,909 

272,576 

△324,300 

 ⑶ 欠損金処理 

   当年度未処理欠損金 5,037,209千円は、繰越欠損金として翌年度に繰り越す。 

 

４ 資金不足比率 

   6.6％ 
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